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研究要旨 
近年、全国の医療機関において事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が進められている。しかし広域災害時には単
独の医療機関のみで完結的な対応を行うことは困難であり、地域全体での連携と限られたリソースの適正
配分や共有が求められる。それゆえ地域としての医療機能維持を考慮した連携計画「Community Contin
gency Planning (CCP)」の策定が各自治体に不可欠である。一方、地域では必要性の認識はあるが、その
策定内容項目や策定効果の検証手法等の具体を示す研究は限られる。 
 本研究では、Community Contingency Planning (CCP)の策定に際して重点が置かれるべき要素を整
理し、医療機能維持を考慮した連携計画Community Contingency Planning(CCP)策定マニュアルの作成
を行うことを目的としている。 
令和4年度はCommunity Contingency Planning (CCP)策定に際して重点が置かれるべき要素の整理を
行った。令和５年度はこの要素からマニュアル素案を作成した。令和6年度は都道府県データから抽出した
CCPの要素を市町村データに変換して、モデル市町村に協力をお願いして、チェックリストの作成を試み
た。 
 手法としては、まず、都道府県別指標データの主成分分析によって解析によって得られた項目を、市町

村が扱いやすい項目に整理した。次に、協力自治体である、静岡県浜松市と三重県新宮市、紀宝町からデー

タの収集とヒアリングを行った。その結果を元にチェックリストを作成した。令和４年度に行った都道府

県データを元にした主成分分析から有用と思われる計75個を抽出した。これを扱いやすいように再度項目

を再検討した。具体的には 以下のような、3カテゴリー、６つの指標群とした。危機管理体制（EMISへ
の基本情報入力率、避難計画）リソース（医療救護リソース、民間機関との協定）地域内・地域間連携（訓

練活動、自主防災組織）である。協力自治体に項目や単位を評価してもらうと共に、具体的な数値や内容の

データも提供いただいた。 
より使いやすい内容へ改善させるために項目を再度整理し、最終的にCCP策定のためのチェックリストを

作成した。今後は実装とヒアリングを行う自治体を拡大し、項目の妥当性と汎用性の検討を行って比較可

能な指標を確立し、具体的な事例を盛り込み、チェックリストとマニュアル素案を融合して最終的にマニ

ュアルへと改定を行う。 
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A. 研究目的 
阪神淡路大震災以降、災害拠点病院における事業

継続計画（ＢＣＰ）の策定が進められ災害拠点病院

の指定要件にも「被災後、早期に診療機能を回復で

きるよう、業務継続計画の整備を行っていること」

が記載された。現在では一般病院においても事業継

続計画（ＢＣＰ）の策定が重要視され、地域医療基

盤開発推進研究事業（21IA1003）（本間研究班）に

て研究が進められ、全国各地の医療機関で策定が進

められている。しかし、広域災害時には単独の医療

機関のみで完結的な対応を行うことは困難であり、

ライフラインや患者搬送、資源確保など、地域全体

で平時より共有しているリソースに依る対応が多

く求められる。しかし、地域で共有するリソースに

関しても基本的には限られており、広域災害時にお

いては、限られたリソースで防ぎうる死亡や悲劇を

可能な限り低減するためには、地域としての医療機

能維持を考慮した連携計画「Community Conting
ency Planning (CCP)」の策定が各自治体に求めら

れている。しかし、地域としての医療機能維持を考

慮した連携計画「Community Contingency Plan
ning (CCP)」の策定が必要であるという共通認識

までは持たれていても、その策定内容項目や策定項

目の効果検証手法等の具体を明示する研究は限ら

れている。 
 そこで、本研究では、地域としての医療機能維持
を考慮した連携計画「Community Contingency P
lanning (CCP)」の策定に際して重点が置かれるべ
き要素を整理し、医療機能維持を考慮した連携計画
Community Contingency Planning(CCP)策定チ
ェックリストおよびマニュアルの作成を行うこと



を目的とする。また、そのチェックリストおよびマ
ニュアルに基づき、モデル都市に対して地域連携の
計画策定とその実装を行うことを検討する。 
令和4年度に関しては、チェックリストの作成に際
して必要となる地域としての医療機能維持を考慮
した連携計画「Community Contingency Plannin
g (CCP)」の策定に際して重点が置かれるべき要素
を整理した。令和5年度はマニュアルの素案を作成
し、令和6年度は市町村が扱いやすい項目への変換
と、ご協力いただいたモデル市町村からのヒアリン
グとデータ収集を行った上でチェックリストを作
成した。（別添資料） 
 
B. 研究方法 
 
1. 項目の抽出 
令和4年度に実施した都道府県別データを用いた
主成分分析の結果を基に、防災対策上有用と考え
られる項目を抽出した。 
 
2. 市町村データへの変換 
抽出した都道府県レベルの項目について、市町村
でも取り扱いやすいよう分類および単位の見直し
を行い、3つのカテゴリーおよび6つの指標群に再
編成した。各カテゴリーと指標群は以下のとおり
である。 
 
Ⅰ. 危機管理体制（EMISへの基本情報入力率、避
難計画） 
 
Ⅱ. リソース（医療救護リソース、民間機関との協
定） 
 
Ⅲ. 地域内・地域間連携（訓練活動、自主防災組織） 
 
※EMIS（Emergency Medical Information Syst
em）：広域災害・救急医療情報システム 
 
3. モデル市町村の選定 
チェックリストの実用性を検証するため、協力自
治体として2つのモデル市町村を選定した。一つは、
災害対策に関してある程度独立して対応可能なリ
ソースを有する政令指定都市、もう一つは、人口規
模が小さく近隣自治体との連携が不可欠な市町村
である。具体的には、静岡県浜松市（政令指定都市）
および三重県紀宝町を選定した。 
 
4. モデル市町村からのデータ収集とヒアリング 
静岡県浜松市および三重県紀宝町に対し、各項目
に関するデータ収集およびヒアリング調査を実施
した。両自治体には、指標の妥当性や単位に関する
評価も依頼し、併せて実際の数値・内容に関する具
体的なデータも収集した。 
 
5. チェックリストの作成 
収集したデータおよびヒアリング結果を踏まえ、
実態に即した形でチェックリストを作成した。 
 
 
C. 研究成果 
 
都道府県データを元にした主成分分析の結果から
有用と思われる項目について寄与度を参考に抽出

し、簡便さも考慮してチェックリスト素案として、
以下のように３カテゴリー計73項目に整理した。 
 
Ⅰ「危機管理体制」 

EMISへの基本情報：３0項目 
 避難計画：11項目 
Ⅱ「リソース確保」 
医療救護リソース：12項目 
民間機関との協定：6項目 

Ⅲ「地域内・間連携」 
訓練活動：7項目 
自主防災組織：7項目 
 
チェックリストの素案は表１を参照 

表1 チェックリスト素案 
 
都道府県データでは、多くの項目の単位が人口10
万対や％となっていた。自治体の利便性を考慮し
て、項目によっては、実数や内訳を列挙してもらう
ことにした。 
 
モデル市町村の選定にあたっては、今後発生が想
定される大規模自然災害、特に南海トラフ地震を
念頭に、地域として防災意識が高く、本研究への協
力意志を有する自治体であることを前提とした。
加えて、異なる条件下における災害対策の特徴を
比較・分析することを目的とし、以下の2つの類型
に基づいて選定を行った。 
 
① 一定規模以上の人口を有し、災害対策に必要な
人的・物的リソースを自立的に備える政令指定都
市クラスの地方自治体。 
 
② 人口規模が1万人程度と小規模であり、災害対
策において近隣自治体との連携が不可欠な自治体。 
 
これらの基準に基づき、関係者との協議を経て、①
に該当する静岡県浜松市、②に該当する三重県紀
宝町を本研究におけるモデル市町村として選定し
た。 
①静岡県浜松市 
人口：約７８万人 
面積：約1560 ㎢ (全国2位) 
特徴としては、静岡県の西部に位置し、太平洋に面
しており、天竜川が流れ、北部には山間部が広がっ
ている。 
災害拠点病院数：5 
 
②三重県紀宝町 
人口：約１万人 
面積：約80 ㎢  



特徴としては三重県の南端部に位置し、太平洋に
面しており、熊野川が流れ、町のほとんどが山間部
で多雨地域である。 
災害拠点病院数：0（隣接する新宮市に１） 
 
紀宝町は災害拠点病院がないため、連携している
和歌山県新宮市からも併せて市町村のデータを取
得した。 
 
③和歌山県新宮市 
人口：約2.5万人 
面積：約260km² 
特徴としては紀伊半島の南端に位置し、太平洋に
面する都市です。熊野川の河口に位置し、その周辺
には低地が広がっており、熊野川を境界として、紀
宝町に隣接している。 
 
また各自治体から項目に対するヒアリングも行っ
た。 
 
浜松市、紀宝町、新宮市のデータについては表2、
３を参照。 
 

表2、3 調査結果 
 
紀宝町には診療所のみで病院および災害拠点病院
がないため、「１．EMISの基本情報入力率」およ
び、「３．医療救護リソース」のDMATの項目が未
入力となっている。代わりに隣接自治体で協定を
結んでいる新宮市のデータを参考として扱う。 
 
上記の結果を踏まえて項目を再検討し、最終的に
は以下のような項目数と内容のチェックリスを作
成した。 
 
Ⅰ「危機管理体制」 

医療機関情報の事前把握（EMIS入力率）：３0項
目 
 避難計画：５項目 
Ⅱ「リソース確保」 

医療救護リソース：9項目 
民間機関との協定：6項目 

Ⅲ「地域内・間連携」 
訓練活動：6項目 
自主防災組織：8項目 

 
Ⅰ危機管理体制（EMISへの基本情報入力率、避難
計画）については表４を参照 

表4 危機管理体制関連入力項目 
 
医療機関情報の事前把握としての「１．EMISの基
本情報入力率」については、入力フォームが固定し
ているので、担当者の入力および確認の利便性を
考慮して、素案の通りとした。 
 
「２．避難計画」ではモデル市町村からのヒアリン
グを通して国及び県が管理している河川の氾濫時
の避難整備は法律の改正で100％に達しているこ
とが分かったので「2.避難計画」の項目から除外し、
地域別防災カルテの作成状況に編入することにし
た。 
 
Ⅱリソース（医療救護リソース、民間機関との協定）
については表５を参照。 

表5 リソース関連入力項目 
 
「３．医療救護リソース」では当初、避難所数の項
目が本カテゴリーに分類されていたが、協議の上、
「２．の避難計画」のカテゴリーに移動した。 
 
「４．民間機関との協定」 
本カテゴリーの項目は当初、有無を聞いていたが、



有り無しではなく、内訳を明確化にすることとし
た。 
 
Ⅲ地域内・地域間連携（訓練活動、自主防災組織）
については表６を参照 

表6 地域内・地域間連携関連入力項目 
 
「５．訓練活動」の項目に自主防災組織に関するも
のが多く含まれていたため、「６．自主防災組織」
のカテゴリーに移動するとともに、自主防災組織
に関連する項目のなかでも訓練と活動に関するも
のは５．のカテゴリーに分類した。 
 
 
D. 考察 
今回、Community Contingency Planning (CCP)
策定に際して重点が置かれるべき項目をチェック
リストしてまとめた。人口規模７８万の浜松市と
人口規模が約１万人の紀宝町そして、不足分を人
口規模2.5万人の和歌山県新宮市からデータを収集
し、ヒアリングを通して、チェックリスト作成の参
考とした。 
 
「１．EMISの基本情報入力率」 
浜松市のように病院数が多い地域では、各項目に
ついて入力率を指標として比較することが有用で
あるが、新宮市のように病院数が限られている地
域では、実数での評価も妥当かもしれない。災害発
生時において、医療リソースとしての病院を支援
するためには、平時から関連情報を的確に把握し
ておくことが不可欠である。発災後には通信網の
混乱が予想され、情報収集に時間を要する可能性
が高く、これが支援の遅延につながるおそれがあ
る。そのため、事前の情報整備が極めて重要である。
本カテゴリーに関しては、病院と直接連絡を取り、
情報入力を依頼することが可能であるため、比較
的取り組みやすく、改善効果も期待できる領域で
ある。 
 
「２．避難計画」 
項目「地域別防災カルテの作成」については、市町
村毎に呼称が違うため、担当者に説明が必要であ
り、「集落、自治会、学校区等の単位に防災に関連
する各種情報を地図等に分かりやすく整理し、行
政機関が防災対策に用いるほか、住民の自主的な
防災活動の指針と して防災意識、防災知識の向上
に役立てる取組」という地方防災の現況の年次報
告書の説明分を引用した。 
防災カルテの策定主体は自治会や、行政と自治会
が共同で行うことが多く、内容としては事前の備
えや避難から始まる初期対応であり、災害時に最
初に行う事であるので、自主的な取り組みとして、
最重要と考えられる。今回の主となる浜松市と紀

宝町は策定済みであった。策定後も訓練や見直し
を促す仕組みが必要である。 
 
「３．医療救護リソース」の項目について 
地域によっては、診療所を病院と呼称している場
合があり、データの収集に注意が必要であった。単
に数だけでなく、病院及び、災害拠点病院の場所お
よび経路や災害時の交通障害の危険性を把握して
おくことが重要と考えられる。 
 
消防に関して紀宝町は熊野市に業務委託を行って
おり、管轄区域は熊野市、南牟婁郡御浜町及び紀宝
町全域で541.57km2に及ぶ。消防本部は熊野市にあ
り、分署として紀宝、御浜、紀和の3つがある。こ
のため、救急自動車5台、消防職員数が81人となっ
ているが、紀宝町には一つ分署が配置されている
のみであり、注意が必要である。 
 
「４.民間機関との協定」はすべての自治体ですべ
ての項目の民間機関との協定が締結されていた。
協定の有無だけでは実態が明確でないので、民間
機関名および協定内容のリスト化と実際に被災し
た際に円滑に協定の内容が履行されるように締結
後、一年から半年に一回程度、手順や方法の点検を
行うことが望ましいと考えられる。 
 
「3. 医療救護リソース」および「4. 民間機関との
協定」のカテゴリーに共通する課題として、それぞ
れのリソースに関する適正値の算出が明確でない
点が挙げられる。たとえば、平時における消防リソ
ースについても、人口規模や地理的条件など複数
の要因が関与しており、統一的な基準や見解は存
在していない。したがって、全国的な傾向との比較
を行う方法も考えられるが、地域ごとの特性が大
きく異なるため、単純な横断的比較では実態を適
切に反映できない可能性がある。こうした背景か
ら、自治体を地域特性に基づいていくつかのカテ
ゴリーに分類し、同一カテゴリー内での差異を分
析・評価するアプローチがより妥当であると考え
られる。 
 
「５．訓練活動」と「６．自主防災組織」 
本カテゴリーに含まれる項目のうち、「自主防災組
織の構成員数」や、自主防災組織の活動および運営
体制、消防との連携状況について、浜松市では十分
な実態把握がなされていなかった。一方で、紀宝町
においては、これらの項目に関して詳細な情報の
把握が可能であった。紀宝町は医療救護に関する
自前のリソースが限られているものの、隣接自治
体と、特に消防の分野において日常的に連携を図
っており、さらに住民も自主防災組織を通じて継
続的に防災活動に参加していることが明らかとな
った。このような地域間連携の進展は、本カテゴリ
ーの複数の項目を通じて確認できる可能性があり、
地域の特性が防災体制に影響を与えていることが
示唆される。 
 
今回協力を得たモデル市町村は２自治体に限られ
ているため、本研究の結果を一般化する際には慎
重な検討が必要である。今後は、より多くの自治体
において同様の検証を実施し、結果の妥当性や汎
用性を高めていく必要がある。 
 



今後の展望としては、本研究で作成したチェック
リストやマニュアルの改訂を通じて、より多くの
市町村にとって実用的かつ適用可能なものとする
ことが求められる。その際には、各自治体が有する
固有の特性や、頻発する災害の種類の違いに応じ
て、必要とされる対策項目が大きく異なる可能性
がある。したがって、災害特性に加え、地域の社会
的・地理的背景などの観点から自治体をいくつか
のカテゴリーに分類し、それぞれのカテゴリーに
適した優先的対策項目や支援策を提案することが
重要である。 
 
E. 結論 
都道府県データの主成分分析の結果を元に、モデ
ル市町村からのヒアリングとデータを収集し、各
都道府県の地域としての医療機能維持を考慮した
連携計画「Community Contingency Planning 
(CCP)」の策定に必要なチェックリストの作成を行
った。 
 
Ｆ．健康危険情報 
本研究に関連する健康危険情報はありません。 
 
G. 研究発表 

１．論文発表 
今年度、本件に関連する論文発表はありません 
２．学会発表 
武藤瑛佑、是枝大輔、小谷聡司、赤星昂己、増留流
輝、金井滉己、小井土雄一 
地域連携BCPの構築に関する研究、自治体向けマ
ニュアル作成の試み 
第30回日本災害医学会総会・学術集会 記念大会 
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